誓　　　　約　　　　書

令和　　年　　月　　日

越前市長　　殿
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今般私が、公有財産購入申込みした下記の物件につきまして、私に売払いが決定された場合は、確実に買受けます。
  なお、本誓約書及び制限付き一般競争入札「元上太田保育園跡地の売却」の公告文に記載された内容に違反した場合は、売払い決定を無効とされても異議申し立てしません。

　また、あわせて以下のことを誓約します。

ア　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者。

イ　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に規定する更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に規定する再生手続き開始の申立てがなされていない者。

ウ　福井県又は越前市において指名停止又は指名除外期間中でない者。

エ　「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」（平成３年法律第77号）第２条第２号から第４号まで及び第６号に規定する者でないこと。

また、これらの暴力団及び暴力団員と、社会的に非難されるような関係はなく、暴力団及び暴力団員等の依頼を受けて公募に参加しようとする者でないこと。

オ　「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」（平成１１年法律第147号）第５条第１項に規定する観察処分の決定を受けた団体及び当該団体の役員もしくは構成員でないこと。

カ　公有財産を購入したときに、これを上記エ又はオに該当する者に、譲渡又は貸与しないこと。

キ　反社会的活動のために利用するなど公序良俗に反する用に使用しようとするものではないこと。

ク　市税並びに国税及び都道府県民税について未納の税額がないこと。
ケ　「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」（昭和23年法律第122号）に規定する風俗営業及び性風俗特殊営業施設その他これらに類する施設の用に使用するものではないこと。

コ　上記ア～ケが事実と相違する場合、売払い決定を無効とされても異議のないこと。
	所　　在　　地
	物　　件　　内　　容

	土地
	上太田町３番２
	実測面積(㎥)

	
	
	２７７８．０１㎡

	建物
	上太田町３番地２
	未登記

	
	
	昭和５２年新築

	
	
	種類
	保育所

	
	
	構造等
	鉄筋コンクリート造
陸屋根平家建

	
	
	延床面積
	６３５．９３㎡


